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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月22日(2021.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　輸送構造のためのコンポーネントを製造する方法であって、
　ツーリングシェルを３次元（３Ｄ）印刷し、前記ツーリングシェルは、ある材料に接着
するように構成された表面を備える、前記３Ｄ印刷するステップと、
　モールドの一部として前記ツーリングシェルを用いて前記材料を前記表面上へ塗布する
ステップと、
　前記ツーリングシェルおよび前記材料を備える一体化構造を形成し、前記一体化構造は
、前記輸送構造中のコンポーネントとしての組み立て用である、前記形成するステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記一体化構造を前記輸送構造中の前記コンポーネントとして組み立てるステップをさ
らに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ツーリングシェルを前記３Ｄ印刷するステップは、前記材料との接着を向上させる
ために前記表面上に粗いセクションを印刷するステップをさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記材料は、複合材料を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複合材料は、炭素繊維強化ポリマを備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記材料を前記表面上へ前記塗布するステップは、複合製作プロセスを用いるステップ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記材料を前記表面へ前記塗布するステップは、前記炭素繊維を前記ツーリングシェル
へ固定するために接着特性を有する前記炭素繊維のマトリックス材料を塗布するステップ
を含む、請求項５に記載の方法。
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【請求項８】
　前記ツーリングシェルを前記３Ｄ印刷するステップは、前記表面がその中に位置するキ
ャビティを前記ツーリングシェル中に形成するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記材料を前記表面上へ前記塗布するステップは、炭素繊維を前記キャビティ内にイン
レイするステップを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　炭素繊維の追加の部分は、ツールから盛り上がり、前記インレイされた炭素繊維へ結合
される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　炭素繊維の追加の部分は、前記インレイされた部分へブリッジング領域として結合され
る、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ツーリングシェルは、プラスチック材料を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ツーリングシェルを前記３Ｄ印刷するステップは、フォームコア材料を３Ｄ印刷す
るステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ツーリングシェルを前記３Ｄ印刷するステップは、ハニカムパネルを３Ｄ印刷する
ステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ツーリングシェルは、格子構造を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ツーリングシェルを前記３Ｄ印刷するステップは、前記塗布された材料のためのフ
ラッシュ仕上げを可能にするように構成された少なくとも１つのポケットを前記ツーリン
グシェル中に形成するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのポケットは、複合材料で強化される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記塗布された材料へ結合された少なくとも１つの付加製造されたノードをさらに備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記一体化構造のある領域へ強化材料を加えるステップをさらに含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記強化材料は、複合繊維材料を備える、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ツーリングシェルは、可溶性材料の少なくとも１つのセクションを備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記一体化構造を前記形成するステップは、前記少なくとも１つのセクションを溶解さ
せるステップをさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ツーリングシェルと前記複合材料との間に１つ以上のピールプライ層を挿入するス
テップと、
　前記複合材料を硬化させるステップと、
　前記複合材料を硬化させるとすぐに前記１つ以上のピールプライ層を除去するステップ
と、
　接着剤を用いて前記複合材料の少なくとも１部分を前記ツーリングシェルと接合するス
テップと
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をさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項２４】
　輸送構造のためのコンポーネントを製造する方法であって、
　表面を備えるプラスチックツーリングシェルを３次元（３Ｄ）印刷するステップと、
　モールドの一部として前記プラスチックツーリングシェルを用いて前記表面上へ複合材
料を塗布するステップと、
　前記プラスチックツーリングシェルおよび前記材料を備える一体化構造を形成し、前記
一体化構造は、前記輸送構造中のコンポーネントとしての組み立て用である、前記形成す
るステップと
を含む、方法。
【請求項２５】
　前記ツーリングシェルは、格子またはハニカム構造をさらに備える、請求項２４に記載
の方法。
【請求項２６】
　前記塗布された複合材料を複数の付加製造されたノードによってクランプするステップ
をさらに含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記付加製造されたノードは、前記輸送構造のクラッシュレールのためのサスペンショ
ンインターフェース（ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ）を備える、請求項
２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記塗布された複合材料および前記プラスチックツーリングシェルをクランプするため
に前記付加製造されたノードを用いるステップをさらに含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　前記複数のノードは、アルミニウムを備える、請求項２４に記載の方法。
【請求項３０】
　前記塗布された複合材料のフラッシュ仕上げを得るためにポケットを前記ツーリングシ
ェル中に形成するステップをさらに含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ツーリングシェルの少なくとも部分と前記複合材料との間にピールプライの１つ以
上の層を挿入するステップと、
　前記複合材料を硬化させるステップと、
　硬化させるとすぐにピールプライの前記１つ以上の層を除去するステップと、
　接着剤を用いて、前記ツーリングシェルの前記少なくとも部分と前記複合材料とを接合
するステップと
をさらに含む、請求項２４に記載の方法。
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